
令和５年度地域支え合い活動推進セミナー 2024.3.22 

地域の支え合いによる移動支援について
～小さく生んで育てる、走りながら考える～
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事務局長 伊藤 みどり



生活に必要な移動・外出が困難な高齢者が増えている

１）少子高齢化＆過疎化の進行

高齢独居・高齢者のみ世帯の増加

２）高齢者の体力

休まずに歩ける距離は100ｍまで＝75歳以上の17％

300ｍまで＝75歳以上の25％

運転免許を返納する高齢者は

≒休まず歩ける距離が300ｍまでの高齢者、という場合も

80歳を超えると免許返納数が急に増える

３）交通空白地域の拡大

たとえば、鉄道駅から500ｍ以内、バス停から300ｍ以内

４）高齢者間にも経済格差が拡大

➡ 買い物等にタクシーを使える人ばかりではない
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住民主体の移動支援に
よって支える人とは・・・



住民主体の移動支援の特徴

•多くが個人のニーズに対応する形（小規模・臨機応変）で実施される。事業化さ
れていない場合も多い。

• ドア・ツー・ドア、または自宅のすぐ近くで乗車し目的地で降車するしくみを取ってい
ることが多く、ボランティアが運転や付き添いを担っている。

•全ての移動手段を担うものではないが、通院や買い物、高齢者のサロン等の居場
所の送迎などによって、暮らしを支えている。

•送迎のみでなく、申込時の聞き取りを通じた生活課題の把握、乗り合って出かける
ことによる交流の場づくりも行われている。

3住民主体が得意なこと、できそうなことを形にしている
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バス

タクシー

自家用有償旅客運送

許可・登録の手続きが不要な運送

許
可

登
録

一般タクシー、福祉・介護タクシー、
デマンド型乗合タクシー

①交通空白地有償運送

②福祉有償運送

非営利の範囲で対価OK

道路運送法

互
助
活
動

運送の対価はNO

・・・タクシーが営業しない地域などで、市町村または
NPO等が、住民全体を対象に行う

・・・地域福祉の観点から住民たちが互助の精神でつくる移動・外出支援

コミュニティバス・・・正確な定義は無し。自治体が関与していることが
多い。

・・・障害者手帳保有者.要介護・要支援認定者(基本ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
該当者)等を対象に市町村またはNPO等が行う.一般の高齢者
は不可

運賃OK

コミュニティバスや乗合タクシーを住
民組織が企画運営するケースも

↑↑ 住民が担い手となる移動支援は赤枠の中 ↑↑

地域生活を支える（小回りの利く）公共交通と移動支援



家族送迎や許可・登録不要の活動

高齢者の移動手段確保の取組（イメージ）

人口集中

過
疎

健
常

移
動
困
難

公共交通機関

（タクシー含む）
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介護保険や障
害福祉サービス
の実施団体が

中心

人手不足＆
新たな試み増

市町村が中心
（定時定路線）

自治会や地区社協ボラ
ンティアグループなど

年度

交通空白地有償運送 福祉有償運送

団体数
車両数

団体数
車両数

市町村 NPO等 計 市町村 NPO等 計

R4.3 489 181 670 4,304 101 2,369 2,470 14,456

交通空白地有償運送

福祉有償
運送



本人の生活を支えるインフォーマルサービス（市場サービスを含む）の活用

出典：日本社会事業大学専門職大学院客員教授（元・厚生労働事務次官 、老健局長）蒲原基道氏 作成資料
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生活支援・介護予防と市場サービス等の役割

出典：令和2年度老人保健健康増進等事業「自治体と民間企業の協働による都市部における地域
づくりの展開に向けた調査研究事業」国際長寿センター
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１．住民などが手弁当で運行

①乗り合ってサロンや買い物などに出かける

②生活支援の一部として通院や買い物を支援

２．市町村の車（保険付）で住民が運行

３．社会福祉法人等が公益的な取組として

車両や運転者を提供

または住民が運転して買い物やサロンへ

住民
の車

住民が
ｻｰﾋﾞｽ
調整

許可や登録の手続き不
要の形態で行われている

ことが多い

運賃にあたる金銭は
受け取れない

利用者の制限は
ない

社福
の車

市の
車

住民
ﾄﾞﾗｲ
ﾊﾞｰ

社福
のドラ
イバー

住民主体の移動支援 ～増えているタイプ～
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日進ニュータウン買い物支援（愛知県日進市） 2019年11月スタート 地区人口：約1,200人

「ついで支援」

ドライバーが買い物に行く日を決
めておき、乗っていきたい人がい
たらドライバーに申し込むタイプ

実施主体：老人クラブ（母体は自
治会）

目的地 近隣のスーパー等

運行方法 毎週（火）・（金）で、前日までに依頼があった場合のみ運行
利用者宅の玄関 → 目的地 → 利用者宅の玄関

運行頻度 2023年度（4～12月）63回

予約方法など 月間予定表に基づき、利用者がドライバーに直接予約

利用料は無料（謝礼
は自由）

（１）住民が手弁当で運行する事例

●
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実績 2023年4～12月

実利用者数、登録者数 8名利用、登録16名

運転ボランティア 4名（実質3名）

車両台数と所有者 活動者の自己所有車両



●めざすもの
名張地区の原風景と人情息づく魅力ある街づくりを目指し、援助を求めている
人と援助できる人が、共に対等な関係で相互に助け合うことで、名張地区に
助け合いの輪を広げ、住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりに寄与すること

●組織・人・モノ・お金
主 体：まちづくり協議会を母体とする生活支援のグループ
担い手：運転ボランティア 10人（男性2名、女性8名／75歳以下）
車 両：団体所有車両１台＋ボランティアのマイカー
団体運営の財源：訪問型サービスB＋Ｄの補助、まちづくり協議会の補助、利用料、年会費など

●しくみ
形 態：ドア・ツー・ドア、１：１で病院や買い物等へ
頻 度：毎日（依頼に応じて実施） ※受付は、月・水・金の午前中
利用料：1時間500円 ※道路運送法上の許可・登録不要の形態

●創出プロセス
・まちづくり協議会のふれあい交流部会の1事業として立ち上げ、有志が主体性をもって活動を始

めた
・アンケート調査を経て、会員を募集し、生活支援を開始
・市の補助による車両導入により外出支援を開始

隠おたがいさん（三重県名張市）
2010年発足（2014年活動開始）

人口：6,074人 高齢化率：34.9％

資料提供：名張市地域環境部地域経営室 11



名張市・・・150万円（外出支援経費含む）
名張地区まちづくり協議会・・・15万円
支援活動収入・・・1,08万円（ボランティア支払い864,400円、事務所216,100円）
会費・・・・・・18万円(正会員・賛助会員）

（平成２９年度のみ：軽自動車購入費１５０万円追加）

隠おたがいさんの活動内容

＜サービスメニュー＞
布団衣類の入れ替え、掃除、
布団干し、クリーニング店への
搬出入、犬の散歩、調理、買
物同行、付添、外出支援、電
球交換、繕いもの、話し相手、
代筆援助、セメント修理作業、
簡単な大工、網戸の張り替え、
パソコン作業、除草や庭木の
剪定、植木の水やり、 等

資料提供：名張市地域環境部地域経営室 12



静岡県御殿場市 住民主体の移動支援事業 運転はボランティア

事業名 発足日 内容 対象者 協力施設等(車両提供)

1 運転ボランティアの会た
んぽぽ

平成15
年4月

毎週(月) (水) 
(金)通院等送迎

市内在住で歩行困難な方、自力で
外出が困難な高齢者や障害者

御殿場市、御殿場市社
会福祉協議会

2 中畑北区買い物支援プ
ロジェクト

令和2
年7月

買い物支援
毎月2回

中畑北区民で、買い物に行く
手段がない高齢者

(福)野菊寮

3 ほっくばらみんなで支え
る移動支援プロジェクト

令和2
年9月

買い物支援
毎週(木)+6の日

北久原区民で、買い物に行く
手段がない高齢者

(福)十字の園御殿場
十字の園

4 東山・二の岡移動支援
サービス

令和4
年3月

買い物支援
毎月第1第3(火)

東山・二の岡区民で買い物に
行く手段がない高齢者

(有)グリーンフォレスト小規模
多機能型居宅介護あざみ

5 駒門区元気になろう会移
動支援サービス

令和4
年4月

サロン送迎
毎月第2(火)

元気になろう会の参加者で移
動手段がない方

(福)福祉を共に考える
つどいの家

6 保土沢区いきいきサロン
移動支援の会

令和4
年7月

サロン送迎
毎月第1(木)

元気になろう会の参加者で移
動手段がない方

(福)武蔵の会さくら学
園

7 深沢区ふかさわやすらぎ
の会移動支援の会

令和4
年12月

サロン送迎
毎月第3(金)

やすらぎの会の参加者で移動
手段がない方

(福)十字の園御殿場
十字の園

8 印野地区買い物支援グ
ループ

令和5
年6月

買い物支援
毎月第2第4(火)

印野区民で、買い物に行く手
段がない高齢者

(福)博友会特養ふじあ
ざみ

9 東山・二の岡生活支援お
助け隊

令和5
年10月

生活支援などと
の一体運送

東山・二の岡区民で独居また
は高齢者のみ世帯の高齢者

ボランティア車

(令和5年11月27日現在)

（３）社会福祉法人等が車両や運転者を提供し、買い物やサロンへ



二つの居場所＋その送迎＋買い物支援

函南町社会福祉協議会 201８年スタート

「かんなみおでかけサポート」（静岡県函南町） 人口：約36,200人

18人
（要介護、要支援、事
業対象者含む）

運転ボランティア＋添乗ボランティア

利用者負担
年会費1,000円

社協所有車両 1台

（8人乗りワンボックスカー）

・居場所自体は、誰でも参加可能。「かんなみおでかけサ
ポート」を利用する人は、社協で相談に乗って登録手続きを
取ってもらう。
・介護保険の要支援1,2,事業対象者が利用した場合に、補

助が下りる。要支援者等が過半数であれば、他に誰が乗車
しても按分せず補助する。

22名 ボランティア養成講座受講者

※男の料理教室などの参加者に声をかけて

訪問Dの補助

1日1台4,000円（利用調整をする人の人
件費、燃料費、通信費、運転台帳等の印刷
製本費及び消耗品費、車両リース代、車両
の任意保険料）。

・週６日開設の「またあしたカフェ」（地域共生型居場所）
※↑通所型サービスB「いこう家つかもと」から移行
・週４日開設の「カフェ城山」（一般介護予防事業）
送迎は日替わりで平日５日間実施。
※買い物ツアーは社協独自事業として実施。
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運営費
町総合事業による補助金
共同募金配分金
県社協助成金等を活用

選択肢のひとつ

買い物に行こう！

毎日の食料雑貨の
買い物にお困りの方
向けに運行調整

希望者は居場所から
スーパーへ
お買い物後は、
再度居場所へ戻り合流

かんなみおでかけサポートのしくみ（月～金運行/1台で運行）

①社協職員と情報共有し、出発
②利用会員の乗車
場所をまわる

（帰）

（行）必ず運転・同乗ボラ２名体制で運行

ボランティアの役割
運転ボラ：車両の運転担当
同乗ボラ：
バックの際の安全確認
利用会員の対応等
（踏み台設置･荷物持ち等）
【共通】居場所での参加支援
→謝礼200円/回は↑に対するも
の
社協の役割
会員登録、運行調整（送迎時間
調整、ボラ活動シフト作成等）、
ボラ養成、フォローアップ研修、
ボラ連絡会の開催等

③居場所に参加！

活動概要
高齢者等の居場所への参加を
移動の面でサポートすることで、
地域での自立した暮らしの継続
を目的とした住民による会員制･
有償の支えあい活動

各曜日ごと利用会員を居
場所（２ヶ所）へ送迎
体操をしたりお茶をのんだ
り…
自分のしたいことを選択す
る

利用料無料

資料提供：函南町社会福祉協議会
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１ 勉強会など

・地域が直面して
いる状況や課題を
知る

・どのような地域に
していきたいか話し
合う

・支え合い活動の
重要性を知る

住民主体の移動支援の創出の流れ（例）

３ 地域資源を
見つける

・問題意識を共有
できる＆つながれそ
うな人や組織(グ
ループ)等を探す。

・話し合いに誘う。
（プレイヤーの顔ぶ
れが揃う）

５

コ
ア
メ
ン
バ
ー
の
グ
ル
ー
プ
化

協議体や活動団体での話し合い・誰でも参加 → → → 熱意のあるメンバー発見

２ ニーズ把握
と共有

・高齢者の困りご
との調査(ニーズ
調査)

・個別の聴き取り
やアンケート調査
などを実施

目的を
絞って

４ 支援内容の
検討

把握したニーズ、見
つかった資源をもとに、
どのような移動支援
を行うかを検討
（買物支援？居場
所やサロンへの送
迎？その他・・）

ワークショップ
など

立ち上げのプロセス ～順序は色々～
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10

本

格

実

施

６ 担い手の
発掘・育成

・カリキュラムの
他に、地域課
題や住民主体
の活動を内容
に盛りこむ

・事故への備え
や保険につい
ても学ぶ

７ 事例から
学ぶ

・始めようとする
取組みに似た
地域あるいは
参考になりそう
な地域の取り
組みを視察

・資料を取り寄
せるなど

住民主体の移動支援の創出の流れ（例）

熱意のあるメンバー＋サービスの担い手 → → → 関係団体や住民

９ 試行運行と地
域への説明

・広報＆利用したい
人を募る
・アンケートをとって本
格運行にむけ調整
・活動を知ってほしい
組織(自治会・町内
会等)への説明
・振り返って、しくみを
修正する

８ しくみや役割分担を
決める

・組織の代表等を選出
・車両や運転者、付添者、
調整する人等を決める
・必要な資金の確保につい
て
・移動支援の目的、対象者、
活動頻度、サービス実施の
流れ等を決める
・会則や利用者規約、運行
マニュアル、同意書等の準備
を始める



移動にまつわる、困りごとや課題意識は様々

一方で…

・家族が送り迎えしているから大
丈夫

・マイカーがないと生活できない
から免許返納はしない

・まださほど困っていない
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バスの本数が少ないので
通院は一日仕事

通いの場が介護予
防に効果的だと分
かっている。でも歩
いては来られない
人が多い

免許返納したら、
この町では暮らして

いけない

坂が多いので
買物の荷物
を持って登れ

ない

近所のスーパー
が閉店してから
買い物が大変

▼安心して暮らし続けられるように、
今できることを考えてみよう

▼誰が何に困っているかを知ること
が大事

▼できるときがはじめどき

（１）移動支援がなぜ必要なのか話してみよう
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（２）地域の困りごとを「見える化」しよう

資料提供：栃木県さくら市高齢課
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（３）運転ボランティア養成講座・運転者講習のススメ

• 典型例：神奈川県秦野市（人口 16万5千人）

「地域支え合い型認定ドライバー養成研修」を市が実施

（毎年２回 30人定員・３日間／無料）

※国土交通大臣認定講習機関「認定NPO法人
かながわ福祉移動サービスネットワーク」が受託実施

参考）認定講習機関一覧表
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000012.html

＜募集方法＞

①住民が65歳になったときに送付する介護保険被保険者証に
市主催の「ヘルパー研修」 「認知症サポーター養成研修」
「認定ドライバー研修」等の日程一覧を同封

②毎年6～7月に郵送する介護保険料納入通知書にも同封

• 問合せてきた人に個別のチラシを送付

• 修了者に福祉有償運送団体一覧や訪問Ｄ等の担い手団体を紹介

全国各地で増えています

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000012.html
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■ 利用者

■ 担い手

■ 車

■ 役割分担

■ 実施の流れ

■ お金のやりくり

■ 保 険

（４）具体的なしくみをイメージしてみよう

難しい！不安・・・
という声が多いのは、

この二つ



■金銭を収受しても「有償（運送サービスへの反対給付）」に該当しない場合

１（１）利用者から収受する金銭が ①謝礼と認められる場合 ②実費相当分の場合

（２）収受する金銭が「運送」に対するものではない

①ホテル等の宿泊施設の利用者を対象とする運送 ②施設送迎（介護施設、学校ほか）

③生活支援サービス等との一体運送 ④ツアー等に付随した運送 ⑤観光ガイドとの一体
運送

２ 施設に支払う料金に差を設ける場合

３ 第三者からの給付（運送主体が「利用者以外から収受するもの」）

４ 介護保険法等（１）訪問介護における運送 （２）訪問Ｂ・Ｄ,一般介護予防事業の一環
の運送

■関連する金銭授受の取り扱い

１ 運転役務の提供に対して報酬を支払う

２ 運送サービスの仲介者が（１）仲介手数料を受領（２）サービス提供者の代理で謝礼・実
費を受領

３ NPO法人等が同法人の職員等に対して報酬を支払う

４ 自治会等の活動として、会員向け運送サービスを行う

令和6年「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン」
令和6年3月1日付
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提供されるメインのサービスが有償であっても、当該サービスの利用者へ付随的に提供される運
送については、運送に特定した反対給付がない場合（送迎利用の有無にかかわらず利用料に差異
がない場合）、許可又は登録は不要である。この場合、前掲１（１）②のとおり、燃料代等の実
費を求めることは可能

「生活支援サービスなどとの一体運送」「施設送迎」は
「実費等」も収受可能に



「第三者からの給付」＝補助、助成、寄付、協賛金等の取扱い

・運送主体が「利用者以外から収受するもの」は、原則として、「運送サービスの提供に対す
る反対給付」とは解さず、許可又は登録は不要である。

・ただし、利用者に代わって運送主体に対し第三者が運送の反対給付を行う場合は、許可又は
登録を要する。

（具体例）

・国・地方公共団体が運送サービスを行うボランティア団体に対し、団体の職員（運転のみを
行う職員及び運転・その他の業務も行う職員を含む）の人件費などに充てるものとして、団体
の運営に要する費用の補助金を支出する場合。

・団体運営の支援として個々の運送行為と紐付かない寄付金、協賛金などを第三者から収受す
る場合は、有償には該当しない。

・市町村社会福祉協議会、地区社会福祉協議会・自治会・町内会・まちづくり協議会・マン
ション管理組合・老人クラブ等の地縁団体（以下「自治会等」という。）の活動において、会
員が負担する会費で運送サービスを提供しても差し支えない。この場合、会費で車両を調達す
ることや、会費から当該サービスを提供するための運転者に対して報酬を支払っても差し支え
ない。

・自治会等において、公平性を図る観点から運送サービスの利用の有無に応じて会費に差を設
けることも、当該差額が運送サービスに要する実費の範囲内であれば、許可又は登録は不要で
ある。

～自治会等の会員向け運送サービス～



対人賠償保険

対人賠償保険のみ

自賠責：ケガ治療関係費、文書
料、休業損害、慰謝料 最高120
万円／死亡保障 3000万円

対物賠償保険

人身傷害保険 あるいは、
搭乗者傷害保険

任意保険
総合補償と呼ばれる商品は、この3つ

の保険が組み合わさっていることが多
い。

このほかに 車両保険 なども特約で
付けることができる。

自賠責保険（強制保険)
対人賠償保険のみの補償

26

＜対人賠償＞
（家族以外の)第三者に傷害を与えた場合、傷害の程度に応じて保険金が支払われる。
同乗している利用者＝第三者
＜人身傷害＞責任割合にかかわらず、運転者と同乗者の傷害に応じて実際の損害額が
支払われる（cf.搭乗者傷害）

（参考）事故への備えはどうすれば？ ～自動車保険と活動用の保険～

自動車保険
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１．年間で団体が個人や団体から車両を借り受ける保険
●損保ジャパン「移動支援サービス専用自動車保険」（1年契約）

●東京海上日動火災「移動サービス専用自動車保険」（1年契約）

●あいおいニッセイ同和損保「移動支援サービス向け自動車保険（優先補償方式）」

２．一日だけ個人から車両を借り受ける保険
・あいおいニッセイ同和損保「ワンデーサポーター」
・東京海上日動火災保険「ちょいのり保険」
・損保ジャパン「乗るピタ」
・三井住友海上火災「１DAY保険」

色々な自動車保険

1.対人賠償責任保険
2.対物賠償責任保険
3.車両保険

保険の種目はこれが基本。これを
使うと、翌年度から3年間、等級ダ

ウンし保険料が上がる

「自動車保険等級ダウン補償特約」
は、あいおいニッセイ同和損保の

「NPO総合補償プラン」



●活動する人を守る保険商品

・ボランティア保険(東京都社会福祉協議会)

無償ボランティアの場合

・〇〇市 市民活動保険(自治体が市民活動に用意している保険）

・在宅福祉サービス総合保険(東京都社会福祉協議会）

有償ボランティアの場合

傷害保険

活動者のケガを補償

賠償責任保険

他人にケガをさせたり
他人のものを壊したり
した際の賠償に対応

28

➡マイカーボランティア対象の保険商品
全社協「送迎サービス補償」 Ａプラン（利用者用）とＢプラン（乗車中の人）
（搭乗者保険＝お見舞金と考えて）

注：いくつかの都道府県・政令市では全国社会福祉協議会の保険には入れません。

➡実際は、乗車中の事故より降車後の事故のほうが多い
全社協「ボランティア活動保険」（無償の場合) 「福祉サービス総合補償」（有償の場合)

➡民間の保険商品、行事用保険、自治会用の保険など

活動に関する保険



ボランティア
自宅発

⇔ 送迎車にボラン
ティア乗車中

⇔ 送迎車に利
用者乗車中

⇔ 買い物やサロ
ンに参加中

自動車保険 ● ●

ボランティア活動保
険（無償ボラ）

● ● ● ● ●

ボランティア行事用
保険（Aプラン）

● ● ●

送迎サービス補償
（Aプラン）

● ● ● ●

送迎サービス補償
（Bプラン）

● ●

福祉サービス総合補
償（有償ボラ）

● ● ※傷害保険のみ
●

● ※傷害保険
のみ●

● ●

ボランティアと利用者に切れ目のない補償が行われるよう
保険をかける（乗車中の事故より降車後の事故のほうが多い）

29
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保険の前に、事故を防ぐ取り組みを！ ～リスクマネジメント～

➡ 担い手育成研修・運転者講習を受けよう・企画しよう

導入研修は、自治体が企画開催する例も増えている

➡ サービスを調整する人も大事

細やかなニーズ把握、無理のない計画

➡ みんなで考え組織的に対応する

事故対応マニュアルを作る、プレイヤーごとの役割を協定書で確認する

同意書を作って趣旨を理解してもらう

【利用登録(または入会)申込書】（事例）

この活動は、お互いさまの支え合いの地域をつくるために行われています。

事故は起きないよう努力していますが、万がいち事故が発生した際は、契約している保険
の範囲内で補償します。合意いただける場合は、利用登録（または入会）してください。

貴会の活動趣旨に賛同したので、利用の登録（または入会）をします。事故の際の補
償についても了解しました。 令和 年 月 日

引退する年齢も
みんなで検討



誘い出し機能

信頼関係の構築機能

社会資源につなぐ機能

社会参加の基盤として機能

効果・変化をもたらす移動支援の機能（個人レベル）

３つを
あわせると・・・

日々の活動では、意外と気づけないので、意識して取り組むことが大事

●移動支援の利用者に、行動範囲の拡大、生活意欲の刺激、会話量の
増加などが見られる
●移動支援の担い手に、健康意識の高まり、思考力や課題意識の向上、
やりがいの上昇が見られる（調査２）

改めて、効果から目的を考えてみることも大事



地域包括ケアシステムの
一端を担う機能

関係団体や行政などを
緩やかにつなぐ連携・ハブ機能

ソーシャルキャピタルの
醸成機能

効果・変化をもたらす移動支援の機能（地域レベル）

活動団体だけが頑張っても、この機能は果たせない
「つなぐ機能」を活かすと…

体
操

入
浴 集

い

食
堂

商
店

病
院

見
舞役

所

●移動支援を利用すると、うつ傾向の改善が期待できる
●移動支援の担い手として参加すると、QOLの向上が期
待できる
●週2回以上のサービス利用が主観的幸福感の向上に寄与
する（調査１）



●全てを住民が担うのではなく、誰かに一部を担ってもらおう

● できる人ができることをする、やってみて、できないことを誰かに伝える

● 活動は小さく生んでも大きく育つ 体制づくりをしっかりすること

●担い手が楽しく続けられるように、常に育て続けることも大事

33

住民主体の移動支援は・・・

ご清聴ありがとうございました

どのしくみでも、住民が我が事として考え、動くことが大事！

「つなぎ役」
「社会参加の窓口」
「したいこと（自分らしく）を叶えるサービス」
「地域コミュニティを強くする活動」
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